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　明けましておめでとうございます。

　会員の皆様を始め関係者の皆様におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し

上げます。

　常日頃から、当協会の業務運営、推進に多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　昨年の国土交通省所管の公共土木施設の被害報告額は、令和 7年11月28日現在で直轄、補助合わ

せて、6,119箇所、2,313億円とされています。

　これらの災害を振り返ってみますと、 ７月、 ８月の大雨、10月の台風第22号及び23号等により河

川の氾濫や土砂災害が発生するなど全国各地で激甚な災害が発生し、12月に青森県東方沖を震源と

する地震が発生し「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が初めて発表されるなど、地域住民の生活

や経済活動に大きな影響を及ぼしました。

　被災されました方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申

し上げます。

　毎年、全国各地で多くの災害が発生しており、更に、気候変動の影響により、水災害の頻発化、

激甚化が懸念されています。

　このため、技術系職員の不足が叫ばれている市町村に対して、災害初動対応時や大規模災害時に

おける災害復旧に関する支援、デジタル技術の活用、テック・フォースの派遣等が益々必要になっ

ています。

年頭のご挨拶

公益社団法人全国防災協会 会長　脇　　雅　史
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　災害復旧の実施にあたっては、迅速な復旧を図るために災害査定の簡素化・効率化、被害の特徴

や規模に配慮した適切な対応が求められるとともに、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大

規模地震への備えも喫緊の課題となっています。

　当協会といたしましても、大規模な災害が発生したときには、災害復旧や改良復旧計画立案のた

め、被災自治体から国土交通省水管理・国土保全局防災課に要請がなされ必要と判断された場合に、

無償で災害復旧技術専門家を派遣する制度を運営しており、昨年は ８月の大雨により甚大な被害が

発生しました熊本県氷川町、12月の青森県東方沖を震源とする地震での岩手県軽米町に派遣したと

ころでございます。今後も積極的に派遣してまいる所存ですので、ご活用くださいますようお願い

いたします。

　当協会は、本年も公益社団法人として着実な歩みを進めて参る所存でございます。

　会員各位、関係者各位の皆様のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとともに、皆様

の益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、新年の挨拶といたします。
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１ ．はじめに

　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。皆様には日ごろから水管理・国土保全行政の推進にご支援

とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

　昨年は ８月 ６日からの大雨や台風第22・23号により浸水被害や土砂災害が各地で発生したほか、

夏の少雨傾向による全国的な渇水、トカラ列島近海を震源とする2,000回を超える群発地震など、

全国各地で様々な災害が発生しました。

　災害発生の危険性は一層増大しつつあります。気候変動の大雨への影響が科学的にも検証され、

毎年のように大規模な浸水被害が発生しています。加えて、令和 ７年 ９月に見直された南海トラフ

地震の今後30年以内の発生確率は、60～90％程度以上へと評価が見直されるなど、巨大地震の発

生が切迫しています。災害による被害を最小化し国民の生命や財産を守るためには、河川やダム

の整備等のハード対策による事前防災を強力に推進するとともに、防災気象情報の高度化やTEC-

FORCEの体制強化など、多面的な取組を一層充実していく必要があります。こうした事前防災の

充実は、人的・経済的被害の防止に加え、復旧・復興に要する費用を抑え、将来の財政負担軽減に

も大きく寄与すると考えます。

　水インフラの老朽化への対応もまた喫緊の課題です。これまでも水インフラの計画的な維持管理・

更新に取り組んできたところですが、埼玉県八潮市での事故を踏まえ、老朽化対策をより一層加速

させる必要があります。

　さらに、人件費・資材価格の高騰が進んでおり、無人化施工などのDXにより施工の効率化を進

めているところですが、それでもなお治水事業のコスト増は避けられない状況にあります。

　このように「老朽化」「物価高」が進む中でも、限られた予算の中で「気候変動」への対応を遅

らせるわけにはいかない三重苦に対し、時機を逸することなく、引き続き全力で水管理・国土保全

行政に取り組む所存ですので、皆様のご支援とご協力をお願いいたします。

２ ．流域治水の加速化・深化

　激甚化・頻発化する災害に対応するため、これまでも、いわゆる通常予算に加え、防災・減災、

国土強靱化のための ３か年緊急対策や ５か年加速化対策等の予算を活用し、河道掘削や築堤、ダム

の建設・再生、砂防関係施設や海岸保全施設等の整備を加速してきました。一方、河川整備等は依

年頭所感

国土交通省水管理・国土保全局長　林　　正　道
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然として途上にあることに加え、既に地球温暖化の影響が顕在化しており、今後さらに、気候変動

により水災害が激甚化・頻発化すると予測されているため、国土強靱化の推進は一刻の猶予も許さ

れない局面を迎えています。将来世代の安全・安心の確保のためにも、令和 ７年 ６月に閣議決定さ

れた「第 １次国土強靱化実施中期計画」に基づき、ハード・ソフト対策を総動員し、不断の努力を

もって防災・減災、国土強靱化に取り組んでまいる所存です。

　気候変動の水災害への影響は顕著で、例えば気温が ２ ℃上昇した場合、降雨量が約1.1倍、流量

が1.2倍になると示されています。この影響を踏まえた治水計画への見直しについては、これまでに、

全国109の一級水系のうち33の一級水系（令和 ７年12月 ５ 日時点） で河川整備基本方針を変更して

おり、引き続き全水系の見直しに向けてスピード感を持って取り組みます。また、堤防整備やダム

建設などの治水事業を推進するとともに、利水ダムの事前放流や住まい方の工夫など、流域のあら

ゆる関係者が協働した「流域治水」の取組を加速・深化させてまいります。

　流域治水の取組を加速・深化させるにあたり、国管理河川と都道府県管理の中小河川の治水事業

を一体的に捉えることが重要です。

　昨年 ８月 ６日からの大雨においては、事前防災対策の効果などにより、国管理河川からの氾濫に

よる浸水被害はありませんでした。例えば、熊本市内を流れる緑川で、緑川ダムによる洪水調節を

行うとともに、 ３か年緊急対策や ５か年加速化対策などで河川整備を進めていたことにより、熊本

市南区城南町付近で水位を約70cm低下させ、堤防天端まで約20cmのところで越水を回避するこ

とができました。

　一方、 ８月から ９月にかけての大雨などにより、九州地方や東北地方を中心に、多くの中小河川

で浸水被害が発生しました。こういった被害を防ぐためには、中小河川の整備を進めることはもち

ろん、中小河川の水位低下に寄与する、流入先の河川（本川あるいは下流河川）の河道掘削等の整

備を行うことも必要です。流域全体で被害を最小化するためにはどうすべきか、という視点に立ち、

国・県が連携して河川整備を着実に進めるとともに、中小河川における対策に係る制度拡充をはじ

めとした支援の充実を図ってまいります。さらに、上流域や支川流域での度重なる浸水被害も踏ま

え、流域全体での治水対策の目標に加えて、上流域や支川流域等の小流域での目標設定も行い、重

層化した目標に対し、関係機関との連携による取組を推進してまいります。

　また、洪水・高潮予報の高度化や防災気象情報の提供体制の強化により、水災による被害の軽減

を図るための「気象業務法及び水防法の一部を改正する法律」が令和 ７年12月に成立しました。

　今回の改正では、洪水や高潮による重大な災害の起こるおそれが著しく大きく、命の危険から直

ちに身の安全の確保が必要となる段階（警戒レベル ５に相当する場合）において、その危険性を住

民等へ迅速かつ確実に伝える体制を強化するため、気象業務法において洪水の特別警報を創設する

とともに、水防法において河川、下水道及び海岸管理者がプッシュ型で氾濫による危険の切迫を通

報する「氾濫通報」制度を創設しています。

　さらに、これまで気象庁において潮位のみの予測に基づき行われていた高潮の予報・警報につい

て、予測技術の進展を踏まえ、国土交通大臣が指定した海岸において、国土交通大臣・気象庁長官・



（6） 第 919 号 防 災 令 和  8  年  1  月  1  日

都道府県知事が共同して、波の打上げ要素を加味した、より精度の高い高潮の予報・警報を新たに

実施することとしています。

　これらの制度により、市町村長による避難情報の発令や住民の避難行動を支援するための明確か

つきめ細かな情報提供が可能となり、水災害の軽減が図られることが期待されます。

　なお、洪水特別警報や「氾濫通報」による警戒レベル ５相当での避難行動は、あくまでも最後の

手段であることを周知するとともに、警戒レベル ４や ３相当となる「危険警報／氾濫危険情報」や「警

報／氾濫警戒情報」の段階において避難行動を開始する必要があることをご理解いただけるように

周知してまいります。

　次期出水期からの制度施行に向け、洪水の予測、氾濫の通報、高潮の予測に資する監視カメラや

水位計などの観測体制を強化できるよう、国土交通省としてしっかり支援をしていくほか、地方公

共団体の水防部局や公物管理部局が円滑に制度運用を行えるよう、地方公共団体と連携しつつ、準

備を万全に進めてまいります。

３ ．インフラ老朽化対策の推進

　昨年 １月28日に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を契機に設置された有識者委員会におい

て、昨年12月に第 ３次提言がとりまとめられました。この提言では、下水道の管路マネジメントの

具体的方策に加え、インフラ全般における「見える化」の徹底、点検・調査の「重点化」「軽量化」

を行うなど「メリハリ」が不可欠、統合的な「マネジメント」体制の構築など、新たなインフラマ

ネジメントに向けた道筋が示されています。

　20年後には、完成後50年以上を経過する国の河川管理施設の割合は、約 ８割に達する見込みであ

り、老朽化による排水機場の稼働停止や水門の操作不能など、施設の不具合が発生した場合には、

甚大な浸水被害等が発生するおそれがあります。

　そのため、引き続き、長寿命化計画に基づく戦略的な維持管理・更新を行うことはもちろん、社

会的影響が大きな事故を防ぐため、施設の変状の発生状況や稼働頻度などによる「不具合の発生の

しやすさ」や、影響人口などの「社会的影響」などの観点で、点検や更新の考え方や優先順位を見

直すことも重要です。

　具体的には、不具合が発生した場合の社会的影響が特に大きい排水機場等については、通常の点

検では確認が困難な水中の羽根車や機械設備内部の詳細点検を実施し、必要に応じて分解整備（オ

ーバーホール）を検討するなど、突発的な故障リスクを低減し、施設の信頼性を確保する取組を推

進してまいります。さらに、老朽化が著しく修繕による延命化が限界に達している堰・水門などの

特に大規模な構造物については、施設の老朽化の程度など「不具合の発生のしやすさ」や不具合に

よる「社会的影響の大きさ」などを踏まえた優先的な施設更新の実施など、抜本的な対策のあり方

を検討してまいります。
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４ ．デジタル技術の活用

　インフラの老朽化対策の重要性が高まる一方で、人口減少と高齢化が進む社会では、従来の人手

に大きく頼る維持管理の仕組みは持続可能性の観点から限界を迎えつつあります。こうした複合的

な課題に対応するため、デジタル技術やロボティクスの進展を活かした省人化・省力化の取組が、

今後のインフラ整備・管理に不可欠です。

　河川分野では、近年の技術革新や航空法の改正を踏まえ、近い将来、自律・自動のドローンによ

る縦断的・連続的な飛行と映像取得を通じた河川の巡視・点検の実現を目指しています。このため、

天竜川などの直轄管理河川の一部区間をフィールドとして実証試験を進めています。また、最新の

ロボット技術による河川管理施設の巡視や点検への適用可能性についても検討しているほか、樋門

や水門等の無動力化、自動化・遠隔化を引き続き計画的に推進してまいります。

　ダム分野では、堤体の変状やひび割れの状況を把握するためのドローンを活用したダムの堤体点

検、AI や長時間アンサンブル降雨予測を活用したダムの流入量予測等のダム管理の高度化に取り

組んでいます。また、ダム操作の自動化・遠隔化についても検討を進めてまいります。このほか、

建設ダムの現場においても省力化・省人化の取組が進められており、例えば、阿蘇立野ダムでは、

貯水地内の環境負荷軽減のため試験湛水時の水位低下速度を大きくする必要があったことから、迅

速に状況把握ができるよう漏水量や揚圧力等のデータ計測の自動化、CIMとの連携、クラウド活

用を実施し、現場の負担軽減を図っております。

　このように、デジタル技術の活用は、水管理・国土保全行政の在り方を根本から変革するもので

あります。限られた人員の中で、質の高い整備・管理を実現するため、引き続きデジタル技術の活

用を推進してまいります。
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　謹んで新春のご挨拶を申し上げます。

　昨年は、 ８月に九州・北陸地方を中心に被害が発生した大雨や、10月に八丈島に上陸した台風第

22・23号による浸水被害・土砂災害のほか、夏の少雨傾向による東北地方を中心とした全国的な渇

水、トカラ列島近海を震源とした2,000回を超える群発地震、岩手県大船渡市や大分県大分市にお

ける火災など、全国各地で様々な災害が発生しました。これらの災害によりお亡くなりになられた

方々に改めて深くお悔やみを申し上げるとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上

げます。

　こうした災害は毎年全国各地で発生しておりますが、一自治体あたりの発生頻度は平均して数年

に一度であり、また、災害が発生する自治体にも偏りがあることから、近年災害があまり発生して

いない自治体には災害対応のノウハウが十分に蓄積されていない恐れがあります。加えて、各自治

体における土木部門の職員はピーク時から減少していることも踏まえると、国土交通省が被災地の

早期復旧・復興に向けてあらゆる支援に取り組むことが重要と考えています。

　災害応急期の対応として、国土交通省ではTEC-FORCEを被災自治体に派遣し、防災ヘリ・ド

ローンを活用した被災状況調査や、排水ポンプ車による緊急排水、散水車（給水機能付き）を活用

した給水支援など、災害発生初期より人命救助や被災者の生活を支える活動を実施しており、昨年

は延べ約1,900人の TEC-FORCEを派遣しました。

　その後の災害復旧については、激甚災害指定された ８月 ６日からの大雨や台風第22・23号に対し、

被災した施設の早期復旧に向け、机上査定上限額の引き上げ、早期確認型査定の適用などによる災

害査定の効率化や被災自治体向けの査定に関する説明会の開催、災害査定官を現地に派遣し技術的

助言の実施等に取り組み、１２月までに災害査定を概ね完了することができました。

　被災地の早期復旧に向けては、公益社団法人全国防災協会より熊本県氷川町に災害復旧技術専門

家を派遣し、災害復旧工法についての助言などの支援を行っていただきました。この場をお借りし

て厚く御礼申し上げます。

　引き続き、一日でも早い被災地の復旧・復興に向け、必要な支援を行ってまいります。

年頭のご挨拶

国土交通省水管理・国土保全局防災課長　矢　崎　剛　吉
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　発災から ２年が経過した令和 ６年能登半島地震やその後の豪雨についても復旧・復興に向けた取

り組みを進めています。被災施設の復旧等は着実に進捗しており、河道閉塞や土砂・洪水氾濫等に

よる甚大な被害が生じた箇所では、昨年の出水期までには応急安全対策が完了し、現在は本格的な

復旧等を目指し工事を進めているところです。私自身、防災課長に着任した ７月以降複数回被災地

を訪ねて自治体の方々と意見交換を行い、技術者が不足する市町への一層の技術的支援等の必要性

を改めて感じました。引き続き、被災された方が一日にでも早く元の暮らしを取り戻せるよう、必

要な取り組みを全力で進めてまいります。

　今後発生が見込まれる大規模災害への備えを進めることも重要です。

　短時間降雨の発生回数の増加や台風の大型化、土砂災害の頻発化など、すでに気候変動の影響が

顕在化している中、今後更なる水災害の頻発化・激甚化が予測されます。加えて、昨年 ９月には南

海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が60～90% 程度以上など引続き最も高いランクと改めて

評価されるなど、大規模地震の切迫性は依然として高い状態にあります。また、12月には初めて「北

海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。

　こうした大規模災害時にも自治体等を迅速かつ的確に応援できるよう、昨年 ６月より、専門的

な知識を有する民間人材を非常勤雇用するTEC-FORCE 予備隊員制度の創設や、民間事業者を

TEC-FORCEパートナー、学識者をTEC-FORCEアドバイザーと位置づけ全国から円滑に応援を

行える体制の確保、都道府県等との合同研修の実施などに取り組んでまいりました。

　災害対応の重要性が増す中、行政機関・民間企業・学識者が一体となり、災害対応力を格段に引

き上げてまいります。

　今後とも、国民の命と生活を守るため、様々な取組を進めてまいりますので、公益社団法人全国

防災協会並びに会員の皆様のより一層のご理解と格別なるご協力をお願い申し上げます。

　結びに、公益社団法人全国防災協会のご発展と会員の皆様の今後一層のご活躍とご健勝を心より

お祈り申し上げ、新春のご挨拶とさせていただきます。

迎
春
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https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku09_hh_000179.html

“防災・減災対策強化へ”45億円配分
〜豪雨災害等への緊急対策に必要な予算を支援します〜
国土交通省は、「防災・減災対策等強化事業推進費」の令和 ７年度 第 ３回配分
として、国及び地方公共団体が実施する29件の公共事業（河川・砂防・道路・
海上交通・林野）に対し、45億円の予算配分を決定しました。

令和 7年12月 4 日 国土政策局地方政策課

　「防災・減災対策等強化事業推進費」は、自然災
害が激甚化・頻発化している状況を踏まえ、国民の
安全・安心の確保をより一層図るため、防災・減災
対策の強化を行う公共事業に対して、緊急的かつ機
動的に配分する予算です。今回配分された予算は、
災害を受けた地域の再度災害防止対策、社会的影響
の大きい交通インフラ整備及び突発的な事象への緊
急的な対策等が必要となった地域の事前防災対策に
活用されます。

１ ．配分事業の概要（29件 45.25億円（国費））
⑴　災害を受けた地域の再度災害防止対策
　①　洪水・浸水等対策（河川、道路）
� 12件　23.28億円
　②　崖崩れ・法面崩壊等対策（道路、海上交通）
� ３ 件　 4.45億円
　③　落雷対策（海上交通）�４  件　 4.07億円

⑵　交通事故の再発防止対策
　①　公共交通安全対策（道路）�１  件　 0.15億円

⑶　突発的な事象への緊急的な対策等が必要となっ
た地域の事前防災対策
　①　洪水・浸水等対策（河川、砂防）
� ３ 件　 7.51億円
　②　崖崩れ・法面崩壊等対策（道路、林野）
� ６ 件　 5.79億円
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※ 個別の案件の詳細（個票）は、国土交通省のホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk9_000026.html
 また、各案件をクリックすると詳細（個票）のページが開きます。 

【【災災害害対対策策事事業業】】

事事業業費費
国国費費

（（配配分分額額））

１１．．洪洪水水・・浸浸水水等等対対策策

河川(直轄）

（1）
河川維持修繕
事業

米代川水系米代川 国土交通省 秋田県 大館市根下戸地先、池内地先 600,000 600,000

（2）
河川維持修繕
事業

矢作川水系矢作川 国土交通省 愛知県 豊田市配津町地先 150,000 150,000

（3）
河川維持修繕
事業

遠賀川水系彦山川 国土交通省 福岡県 田川郡福智町市場地先 55,800 55,800

（4）
河川維持修繕
事業

筑後川水系筑後川 国土交通省 福岡県 朝倉市杷木志波地先 80,000 80,000

（5）
河川維持修繕
事業

川内川水系川内川 国土交通省 鹿児島県 薩摩川内市宮里町地先 153,000 153,000

（6） 河川改修事業 遠賀川水系犬鳴川 国土交通省 福岡県 宮若市宮田・金丸地先 412,000 412,000

（7） 河川改修事業
緑川水系緑川・
御船川

国土交通省 熊本県 熊本市南区城南地先外 620,000 620,000

河川(補助）

（8）
大規模特定河
川事業

小矢部川水系谷内川 富山県 富山県 高岡市福岡町赤丸地先 5,000 2,500

防災・安全交
付金事業

小矢部川水系黒石川 富山県 富山県 高岡市福岡町本領地先

防災・安全交
付金事業

太田川水系沖之川 静岡県 静岡県 袋井市国本地先

防災・安全交
付金事業

大淀川水系庄内川 鹿児島県 鹿児島県 曽於市財部町中谷地先

道路(直轄）

（12）
道路維持管理
事業

一般国道７号 国土交通省 秋田県 北秋田市綴子地先 200,000 200,000

計 12件 2,385,800 2,328,300

２２．．崖崖崩崩れれ・・法法面面崩崩壊壊等等対対策策

道路(補助）

（13）
道路更新防災
等対策事業

一般国道135号 静岡県 静岡県 賀茂郡東伊豆町奈良本地先 100,000 50,000

海上交通(直轄）

（14）
船舶交通安全
基盤整備事業

汐首岬 海上保安庁 北海道 函館市汐首町 300,000 300,000

（15）
船舶交通安全
基盤整備事業

屋久島 海上保安庁 鹿児島県 熊毛郡屋久島町永田字瀬切 95,000 95,000

計 3件 495,000 445,000

令令和和７７年年度度  第第３３回回  防防災災・・減減災災対対策策等等強強化化事事業業推推進進費費  配配分分箇箇所所一一覧覧表表

［金額単位：千円］

種種　　別別
事事業業

主主体体名名
施施行行地地

実実施施計計画画額額

事事業業名名

20,000 10,000

（9） 10,000 5,000
交付金計画名：総合的な治水対策の推進（防災・安全）

（11）
交付金計画名：鹿児島県全域における総合的な浸水対策と土砂災害対策の推進

　（防災・安全）

（10） 80,000 40,000
交付金計画名：静岡県における「美しく、強く、しなやかな“ふじのくに”の川づくり」

　の推進（防災・安全）
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３３．．落落雷雷対対策策

海上交通(直轄）

（16）
船舶交通安全
基盤整備事業

浦賀水道航路 海上保安庁 神奈川県 横浜市鶴見区扇島 198,000 198,000

（17）
船舶交通安全
基盤整備事業

豆酘埼 海上保安庁 長崎県 対馬市厳原町豆酘 111,000 111,000

（18）
船舶交通安全
基盤整備事業

一湊 海上保安庁 鹿児島県 熊毛郡屋久島町一湊字矢筈山 7,000 7,000

（19）
船舶交通安全
基盤整備事業

平安名埼 海上保安庁 沖縄県 宮古島市字保良平安名 91,000 91,000

計 4件 407,000 407,000

災災害害対対策策事事業業　　計計 19件 33,,228877,,880000 33,,118800,,330000

令令和和７７年年度度  第第３３回回  防防災災・・減減災災対対策策等等強強化化事事業業推推進進費費  配配分分箇箇所所一一覧覧表表

【【公公共共交交通通安安全全対対策策事事業業】】

事事業業費費
国国費費

（（配配分分額額））

１１．．公公共共交交通通安安全全対対策策

道路(補助）

（20）
道路交通安全
施設等整備事
業

市道三ヶ日野地駒場
線ほか43箇所

浜松市 静岡県
浜松市浜名区三ヶ日町都筑地
先ほか

30,000 15,000

計 1件 30,000 15,000

公公共共交交通通安安全全対対策策事事業業　　計計 1件 3300,,000000 1155,,000000

【【事事前前防防災災対対策策事事業業】】

事事業業費費
国国費費

（（配配分分額額））

１１．．洪洪水水・・浸浸水水等等対対策策

河川(直轄）

（21） 河川改修事業 遠賀川水系遠賀川 国土交通省 福岡県 直方市津田町地先外 451,200 451,200

（22） 河川改修事業 遠賀川水系笹尾川 国土交通省 福岡県 北九州市八幡西区野面地先 50,000 50,000

砂防(直轄）

（23） 直轄砂防事業 阿蘇山 国土交通省 熊本県 阿蘇市的石地内 250,000 250,000

計 3件 751,200 751,200

２２．．崖崖崩崩れれ・・法法面面崩崩壊壊等等対対策策

道路(直轄）

（24）
道路維持管理
事業

一般国道21号 国土交通省 岐阜県 可児郡御嵩町御嵩地先 150,000 150,000

（25）
道路維持管理
事業

一般国道153号 国土交通省 愛知県 豊田市野入町地先 200,000 200,000

（26）
道路維持管理
事業

南九州西回り
自動車道

国土交通省 鹿児島県 阿久根市鶴川内地先 59,000 59,000

道路(補助）

（27）
道路更新防災
等対策事業

主要地方道掛川川根
線

静岡県 静岡県 掛川市孕石地先 32,000 16,000

（28）
道路更新防災
等対策事業

主要地方道天竜東栄
線

浜松市 静岡県 浜松市天竜区長沢地先 95,000 47,500

林野(直轄）

（29）
国有林野内治
山事業

叺沢地区 林野庁 岩手県 和賀郡西和賀町高下山地内 106,000 106,000

計 6件 642,000 578,500

事事前前防防災災対対策策事事業業　　計計 99件件 11,,339933,,220000 11,,332299,,770000

総総　　計計 2299件件 44,,771111,,000000 44,,552255,,000000

［金額単位：千円］

種種　　別別
事事業業

主主体体名名
施施行行地地

実実施施計計画画額額

事事業業名名

［金額単位：千円］

種種　　別別
事事業業

主主体体名名
施施行行地地

実実施施計計画画額額

事事業業名名
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令令和和７７年年度度  第第３３回回  防防災災・・減減災災対対策策等等強強化化事事業業推推進進費費  配配分分箇箇所所一一覧覧表表

【【公公共共交交通通安安全全対対策策事事業業】】

事事業業費費
国国費費

（（配配分分額額））

１１．．公公共共交交通通安安全全対対策策

道路(補助）

（20）
道路交通安全
施設等整備事
業

市道三ヶ日野地駒場
線ほか43箇所

浜松市 静岡県
浜松市浜名区三ヶ日町都筑地
先ほか

30,000 15,000

計 1件 30,000 15,000

公公共共交交通通安安全全対対策策事事業業　　計計 1件 3300,,000000 1155,,000000

【【事事前前防防災災対対策策事事業業】】

事事業業費費
国国費費

（（配配分分額額））

１１．．洪洪水水・・浸浸水水等等対対策策

河川(直轄）

（21） 河川改修事業 遠賀川水系遠賀川 国土交通省 福岡県 直方市津田町地先外 451,200 451,200

（22） 河川改修事業 遠賀川水系笹尾川 国土交通省 福岡県 北九州市八幡西区野面地先 50,000 50,000

砂防(直轄）

（23） 直轄砂防事業 阿蘇山 国土交通省 熊本県 阿蘇市的石地内 250,000 250,000

計 3件 751,200 751,200

２２．．崖崖崩崩れれ・・法法面面崩崩壊壊等等対対策策

道路(直轄）

（24）
道路維持管理
事業

一般国道21号 国土交通省 岐阜県 可児郡御嵩町御嵩地先 150,000 150,000

（25）
道路維持管理
事業

一般国道153号 国土交通省 愛知県 豊田市野入町地先 200,000 200,000

（26）
道路維持管理
事業

南九州西回り
自動車道

国土交通省 鹿児島県 阿久根市鶴川内地先 59,000 59,000

道路(補助）

（27）
道路更新防災
等対策事業

主要地方道掛川川根
線

静岡県 静岡県 掛川市孕石地先 32,000 16,000

（28）
道路更新防災
等対策事業

主要地方道天竜東栄
線

浜松市 静岡県 浜松市天竜区長沢地先 95,000 47,500

林野(直轄）

（29）
国有林野内治
山事業

叺沢地区 林野庁 岩手県 和賀郡西和賀町高下山地内 106,000 106,000

計 6件 642,000 578,500

事事前前防防災災対対策策事事業業　　計計 99件件 11,,339933,,220000 11,,332299,,770000

総総　　計計 2299件件 44,,771111,,000000 44,,552255,,000000

［金額単位：千円］

種種　　別別
事事業業

主主体体名名
施施行行地地

実実施施計計画画額額

事事業業名名

［金額単位：千円］

種種　　別別
事事業業

主主体体名名
施施行行地地

実実施施計計画画額額

事事業業名名

○交通インフラ（陸上交通、海上交通等）における

重大事故等が発生した場合の対策（安全性の向上）

○ 気候変動に伴い激甚化・頻発化する気象災害が発生している状況を踏まえ、国民の安全・安心の確保をより一層
図るため、防防災災・・減減災災対対策策のの強強化化をを行行うう公公共共事事業業にに対対ししてて、、緊緊急急的的かかつつ機機動動的的にに配配分分すするる予予算算（（目目未未定定経経費費））。

○ 本推進費は、災害を受けた地域等における災災害害対対策策事事業業、公共交通に係る重大な事故が発生した箇所等における
公公共共交交通通安安全全対対策策事事業業、早期に事業効果が発揮できる箇所における事事前前防防災災対対策策事事業業に活用可能。

○ 出水期前・出水期中・出水期後の事象に対応するため、事業所管部局（他省庁を含む）の申請を受けて、再再度度災災害害
防防止止やや安安全全なな避避難難経経路路のの確確保保等等にに必必要要なな予予算算をを年年度度途途中中にに配配分分。

○災害を受けた地域等において、災害復旧事業等での復旧が出来ない場合等の再度災害防止等の対策

公公共共交交通通安安全全対対策策事事業業

○突発的な事象への緊急的な対策や新たな課題への追

加対策。（公共交通の安全確保を含む）

○事前防災対策に該当する事象により、①突発事象型、

②追加対策型、③課題解決型に分類される。

被災した護岸を災害復旧事業による

原形復旧にあわせて、推進費により

嵩上げを実施。

被災状況 対策後

災害復旧事業
で原形復旧

推進費で嵩上げ

①災害復旧事業にあわせて公共土木施設等の防

災機能の強化･向上を行う対策 ①社会的影響の大きい事故への対策
自動車専用道路におい

て、地吹雪による死傷

者を含む多重衝突事故

の発生を受けて、事故

発生区間に防雪柵等を

設置。

事故発生状況 対策後

事事前前防防災災対対策策事事業業

災災害害対対策策事事業業

②地域は被災したものの、公共土木施設に被害

・損傷がない場合の対策

堤防の被害・損傷はなかったが、越水

による家屋浸水被害が発生したため、

推進費により河道掘削、護岸工を実施。

対策前

河道掘削

対策後

護岸

越水・浸水したものの

公共土木施設に損傷なし

③災害復旧事業の対象とならない自然災害に

より被災した場合の対策

災害復旧事業の対象とならない風化・劣化による崖

崩れが発生したため、推進費により法面対策を実施。

被災状況 対策後

④全国的な緊急点検の結果、要対策箇所の実施の

必要が生じた場合の対策

盛土による災害防止
のための総点検の結
果、盛土内に地すべ
り性のクラックが確
認されたことから、
崩落を防止するため、
推進費により緊急的
に排土工等を実施。

盛土範囲

クラックの発生

②全国的な緊急点検の起因となった想定外の事故

への対策

制制度度概概要要

②追加対策型
アンカーの施工範囲外
に崩落性の高い地質が
確認されたことから、
追加対策のアンカー工
を実施。追加対策

当初計画

防災・減災対策等強化事業推進費
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国国土土交交通通省省国国政政策策局局

川川

令和７年度 第３回 防災・減災対策等強化事業推進費 配分箇所図

※地図上の引き出し線は詳細な施行地を指し示すものではありません

【【災災害害対対策策事事業業】】 【【公公共共交交通通安安全全対対策策事事業業】】【【事事前前防防災災対対策策事事業業】】

部局 事業種別 件数

  河川（直轄） 9
  河川（補助） 4
 砂防（直轄） 1

  道路（直轄） 4
  道路（補助） 4

海 保   海上交通（直轄） 6

林 野   林野（直轄） 1
29

水国局

道路局

合 計

川川

道道

道道

川川

交交

林林

砂砂

区分 対策種別 件数

洪水・浸水等対策 12
崖崩れ・法面崩壊等対策 3
落雷対策 4

公共交通対策 交通安全対策 1
洪水・浸水等対策 3
崖崩れ・法面崩壊等対策 6

29

事前防災
対策

合 計

災害対策
洪

崖

崖

洪

雷

交

ミッカビノジコマバ ハママツ

（20） 市道三ヶ日野地駒場線ほか43箇所（静岡県浜松市）交

ヤハギガワ トヨタ

（２） 矢作川水系矢作川（愛知県豊田市）洪

ヨネシロガワ オオダテ

（１） 米代川水系米代川（秋田県大館市）洪

オンガガワ ヒコサンガワ タガワ フクチマチ

（３） 遠賀川水系彦山川（福岡県田川郡福智町）洪

チクゴガワ アサクラ

（４） 筑後川水系筑後川（福岡県朝倉市）洪

センダイガワ サツマセンダイ

（５） 川内川水系川内川（鹿児島県薩摩川内市）洪

オンガガワ イヌナキガワ ミヤワカ

（６） 遠賀川水系犬鳴川（福岡県宮若市）洪

ミドリカワ ミフネガワ クマモト

（７） 緑川水系緑川・御船川（熊本県熊本市）洪

オヤベガワ クロイシガワ タカオカ

（９） 小矢部川水系黒石川（富山県高岡市）洪

オオタガワ オキノガワ フクロイ

（10） 太田川水系沖之川（静岡県袋井市）洪
オオヨドガワ ショウナイガワ ソオ

（11） 大淀川水系庄内川（鹿児島県曽於市）洪

オヤベガワ ヤチガワ タカオカ

（８） 小矢部川水系谷内川（富山県高岡市）洪

キタアキタ

（12） 一般国道７号（秋田県北秋田市）洪

カモ ヒガシイズチョウ

（13） 一般国道135号（静岡県賀茂郡東伊豆町）崖

ヤクシマ クマゲ ヤクシマチョウ

（15） 屋久島（鹿児島県熊毛郡屋久島町）崖

ヘンナサキ ミヤコジマ

（19） 平安名埼（沖縄県宮古島市）雷

ツツサキ ツシマ

（17） 豆酘埼（長崎県対馬市）雷

シオクビミサキ ハコダテ

（14） 汐首岬（北海道函館市）崖

ウラガスイドウコウロ ヨコハマ

（16） 浦賀水道航路（神奈川県横浜市）雷

イッソウ クマゲ ヤクシマチョウ

（18） 一湊（鹿児島県熊毛郡屋久島町）雷

オンガガワ ノオガタ

（21） 遠賀川水系遠賀川（福岡県直方市）洪

オンガガワ ササオガワ キタキュウシュウ

（22） 遠賀川水系笹尾川（福岡県北九州市）洪

カニ ミタケチョウ

（24） 一般国道21号（岐阜県可児郡御嵩町）崖

トヨタ

（25） 一般国道153号（愛知県豊田市）崖

アクネ

（26） 南九州西回り自動車道（鹿児島県阿久根市）崖

カケガワ カワネ カケガワ

（27） 主要地方道掛川川根線（静岡県掛川市）崖

テンリュウトウエイ ハママツ

（28） 主要地方道天竜東栄線（静岡県浜松市）崖

カマスサワ ワガ ニシワガマチ

（29） 叺沢地区（岩手県和賀郡西和賀町）崖

川川

川川川川

川川

川川

川川

川川

川川

道道

道道

交交

交交

交交

交交

交交

交交

道道

砂砂

川川川川

道道

道道

道道

道道道道

林林

川川

川川

アソサン アソ

（23） 阿蘇山（熊本県阿蘇市）洪
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https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_002023.html

能
の う

越
え つ

自動車道等について
令和 ７年内に震災前と同程度の走行性を確保

令和 7年12月12日 道路局国道・技術課

　令和 ６年能登半島地震において、多段盛土の大規模崩壊２８箇所を含めた、大きな被害が発生した
能越自動車道等については、令和 ７年内に震災前と同程度の走行性を確保（急カーブ・段差の解消）
すべく、順次復旧工事を実施しています。（別紙- １ 、 ２ ）
　また、能越自動車道等の、のと三

み

井
い

IC～のと里
さと

山
やま

空港 IC、徳
とく

田
だ

大
おお

津
つ

IC～（仮称）病
びょう

院
いん

西
にし

IC に
ついては、令和 ９年春迄の本復旧完了を予定しています。なお、残る区間については、大規模崩壊
箇所の崩土撤去及び大型構造物の施工等が順調に進んだ場合、令和１１年春迄の本復旧完了を予定し
ています。（別紙- １ ）
　引き続き、一日でも早い本復旧完了に向け工程短縮を図っていきます。

　

※ １  横田 IC の信号は残ります
※ ２  大規模崩壊箇所の崩土撤去及び大型構造物の施工等が順調に進んだ場合
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○ 能越自動車道等は甚大な被害のあった奥能登地域に繋がる復旧・復興の大動脈となる路線であり、復旧の費用や期間などを総合的に比較検討した本復旧

方針を基に、原位置復旧や既存用地を活用した復旧を実施中であり、令和７年内に震災前と同程度の走行性確保（急カーブ・段差の解消）を予定しています。

○ のと三井ＩＣ～のと里山空港ＩＣ、徳田大津ＩＣ～（仮称）病院西ＩＣについては、令和9年春迄の本復旧完了を予定しています。

なお、残る区間については、大規模崩壊箇所の崩土撤去及び大型構造物の施工等が順調に進んだ場合、令和１１年春迄の本復旧完了を予定しています。

○ 引き続き、一日でも早い本復旧完了に向け工程短縮を図っていきます。

【応急復旧後】 【走行性改善（昨冬）】 【走行性確保（令和７年内）】

急カーブ・段差
冬期走行の安全性確保に向けた
急カーブ・段差の緩和

震災前と同程度の走行性確保に
向けた急カーブ・段差の解消

R6.7 
対面通行確保

R6.12 
冬期走行の安全性確保

震災前と同程度の
走行性を確保

R6.10撮影 R7.4撮影 R7.7撮影

本復旧における一つのステップとして、
仮橋にて震災前と同程度の走行性を確保

走行性確保のイメージ（のと里山海道14.7kpの事例）

み い さ と や ま と く だ お お つ

復旧状況（のと里山海道10.9kpの事例 ※横田IC周辺）

被災直後
（本線・金沢方面オフランプ大規模崩壊）

大規模崩壊

至 輪島市

至 金沢市

大規模崩壊箇所近景

至輪島市

至 輪島市

至 金沢市

復旧状況
（本線・金沢方面オフランプの崩土撤去状況）

IC近景

応急復旧として、輪島方面ランプを
拡幅し、R6.7.17に対面通行を確保
（並行する林道用地を活用）

至 輪島市

能越自動車道等 走行性確保・本復旧の見通し

び ょ う い ん に し

のと三井IC

徳田大津IC

徳
田
大
津
Ｉ
Ｃ

(

仮
称)

病
院
西
Ｉ
Ｃ

のと里山空港IC

令和９年春迄
本復旧完了予定

令
和
９
年
春
迄

本
復
旧
完
了
予
定

直
轄
区
間

直轄区間

権
限
代
行
区
間

権限代行区間

本復旧の見通し

令
和

年
春
迄

本
復
旧
完
了
予
定

11

●能越自動車道等の災害復旧については、特設ページにて情報発信
↓特設ページのＵＲＬはこちら↓
https://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro_kengendaikou/index.html
※下記メニュー等が閲覧可能です。

【工事進捗状況】 【現在の走行状況】【道路規制状況】

【走行性の改善状況】

ドライバー目線で撮影した動画を掲載しています。地図上で、復旧工事に伴う交通規制の
状況や予定、区間等を確認できます。

急カーブや段差等の改善状況を掲載しています。

時系列で空撮での定点写真や、
稼働中工事の作業状況を紹介
しています。

＜定点写真＞

R6.6

R7.4

R7.7

＜作業状況＞

切土工

仮橋設置

舗装工

能越自動車道・のと里山海道 復旧状況
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石川県・山形県で統計開始以来最大の水害被害
～令和 ６年の水害被害額（暫定値）を公表～

令和 7年12月15日 水管理・国土保全局河川計画課

　昭和36年より、水害（洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等）による被害額を暦年単位
でとりまとめています。
　令和 ６年の水害被害額（暫定値※１）は、全国で約7,700億円となり、平成27年～令和 ６年の過去
10カ年でみると ３番目の被害額となっています。
　また、都道府県別では、石川県、山形県において、統計開始以来最大の被害額となりました。

※1 水害被害額の算出に当たって使用する係数（都道府県別家屋 １㎡当たり評価額等）の令和 ６年単価の設定や都道府県か
らの報告内容の更なる精査等を行い、令和 ８年 ７月頃に最終的な取りまとめ結果を公表する予定です。

【１年間の水害被害額の概要】
◯全国　約7,700億円
◯都道府県別の水害被害額上位 ３県の水害被害額は、以下のとおり。
　①　石 川 県（水害被害額：約4,660億円）
　②　山 形 県（水害被害額：約　820 億円）
　③　大 分 県（水害被害額：約　230 億円）

【主要な水害による水害被害額の概要】
◯令和 6年 9月の大雨による災害（水害被害額：約4,590億円）
（令和 6年 9月20日～23日に生じた大雨による被害額）
・ 9 月20日日頃から前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響
により、東北地方から西日本にかけて広い範囲で大雨となった。
・これらにより、石川県などで、死者17名※2、家屋の全壊145棟、半壊約 ２百棟、
床上浸水約 ５百棟、床下浸水約 １千 ３百棟等の被害が発生した。

※2 死者数は、「令和 ６年 ９月20日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状
況（第35報）」（消防庁作成）の数値を使用しており、風害等によるものを含む
数値である。

◯令和 6年 7月の梅雨前線豪雨による災害（水害被害額：約1,070億円）

塚田川水系塚田川の被害状況
（石川県輪島市）

最上川水系最上川の浸水状況
（山形県最上郡戸沢村）

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001339.html

（令和 6年 7月22日～20日に生じたた梅雨前線豪雨による被害額）
・ 7 月23日日から26 日にかけて北日本に停滞した梅雨前線や低気圧の影響によ
り、北日本を中心に大雨となった。
・これらにより、秋田県、山形県で、死者 ５名※3、家屋の全壊35棟、半壊58棟、
床上浸水約 ８百棟、床下浸水約 １千 ６百棟等の被害が発生した。

※3 死者数は、「令和 ６年 ７月25日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状
況（第24報）」（消防庁作成）の数値を使用しており、風害等によるものを含む
数値である。
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【【１１年年間間のの水水害害被被害害額額のの概概要要】】  

１１．．  水水害害被被害害額額※※44（（暫暫定定値値））  

約約 77,,770000 億億円円  

〔 内 訳 〕 

・一般資産等被害額        約 1,100 億円（構成比 14.30％） 

・公共土木施設被害額       約 6,450 億円（構成比 83.91％） 

・公益事業等被害額        約  140 億円 （構成比 1.80％） 

計            約 7,700 億円 

 

（参考）過去 10 カ年の水害被害額 

年 水害被害額 年 水害被害額 

平成 27 年 約 3,900 億円 令和２年 約 6,600 億円 

平成 28 年 約 4,700 億円 令和３年 約 3,600 億円 

平成 29 年 約 5,400 億円 令和４年 約 6,100 億円 

平成 30 年 約1兆4,100億円 令和５年 約 7,100 億円 

令和元年 約2兆1,800億円 令和６年 約 7,700 億円 

 

※4 水害被害額には、風害による被害、人的損失、交通機関の運休などによる波及被害、被災した企業の部品・

製品供給機能、本社機能等が損なわれることによる他地域の企業への影響等に係るものは含まれていない。

また、一般資産については被害額そのものを聞き取った結果ではない(調査方法については「参考：水害統計

調査の概要」を参照)。なお、四捨五入の関係で、内訳の合計と水害被害額が一致しない場合がある。 

２２．．  水水害害被被害害のの概概要要（（暫暫定定値値））      

（（１１））被被害害建建物物棟棟数数      約約 1111,,000000 棟棟  

〔内訳〕 ○全壊・流失    386 棟 ○半 壊    591 棟 

○床上浸水  2,544 棟  ○床下浸水   7,444 棟 

計    10,965 棟 

上記の他、地下部分が浸水した建物棟数は 108 棟 

（（２２））水水害害区区域域面面積積        約約 2211,,330000hhaa 

〔内訳〕 〇宅地・その他  1,715ha  〇農 地   19,541ha 

計     21,256ha 

上記の他、地下の水害区域面積は 1.8ha 
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３３．．都都道道府府県県別別水水害害被被害害額額（（暫暫定定値値））  

        

 

  都道府県名 水害被害額   都道府県名 水害被害額 

1 北海道 5,411 25 滋賀県 1,759 

2 青森県 443 26 京都府 1,085 

3 岩手県 6,879 27 大阪府 144 

4 宮城県  1,527 28 兵庫県 672 

5 秋田県 23,375 29 奈良県 1,216 

6 山山形形県県  82,190 30 和歌山県 4,009 

7 福島県  208 31 鳥取県 1,474 

8 茨城県 35 32 島根県 7,258 

9 栃木県  3,232 33 岡山県 861 

10 群馬県 1,227 34 広島県 3,845 

11 埼玉県 4,502 35 山口県 8,311 

12 千葉県 2,712 36 徳島県 1,267 

13 東京都 7,057 37 香川県 509 

14 神奈川県 13,878 38 愛媛県 7,008 

15 新潟県 5,035 39 高知県 2,351 

16 富山県 1,338 40 福岡県 2,797 

17 石石川川県県  466,114 41 佐賀県  471 

18 福井県 918 42 長崎県  2,622 

19 山梨県 5,649 43 熊本県 3,833 

20 長野県  1,648 44 大分県 23,445 

21 岐阜県 5,288 45 宮崎県 16,286 

22 静岡県 13,068 46 鹿児島県 17,361 

23 愛知県 817 47 沖縄県 4,692 

24 三重県 2,938 合  計 768,763 
 

※四捨五入の関係で、内訳の合計と水害被害額が一致しない場合がある。 

※太太字字は、令和６年の水害被害額（暫定値）が昭和 36年の統計開始以来最大の水害被害     

     額となった都道府県である。 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円） 
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【【主主要要なな水水害害にによよるる水水害害被被害害額額のの概概要要】】  

１１．．令令和和６６年年９９月月のの大大雨雨にによよるる水水害害被被害害額額等等（（暫暫定定値値））  

水 害 被 害 額  被 害 の 概 要  

約約 44,,559900 億億円円  

（令和６年９月 20 日～

23日に生じた大雨によ

る被害額） 

〔 内 訳 〕 

一般資産等被害額 

約 230 億円 

公共土木施設被害額 

約 4,340 億円 

公益事業等被害額 

約 20 億円 

○死傷者数※5死者 17 名    負傷者 47 名 

○被害建物棟数 2,086 棟  ○水害区域面積 1,879ha 

 

【 気象概況 】 

・前線が日本海から東北地方付近に停滞し、また台風第14号から変

わった低気圧が日本海から三陸沖へ進み、低気圧や前線に向かっ

て暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で東北地方から西日本にか

けての広い範囲で大雨となった。 

・石川県輪島市、珠洲市及び能登町に大雨特別警報が発表され、石

川県の多いところでは20日から22日までの総降水量が500ミリを

超えた。北陸地方や東北地方の日本海側では記録的な大雨となっ

た。 

【 被害状況 】 

・令和６年９月20日からの大雨による都道府県別の水害被害額上位３県は、 

以下のとおり。 

① 石川県 （約 4,543億円） 

② 宮崎県 （約    17億円） 

③ 山形県 （約    12億円） 

 

・能登半島の輪島市や珠洲市を流れる石川県管理河川など

あわせて29河川の洪水などにより、床上・床下浸水被害

が発生した。 

・今回の大雨により、死者17名、約2,100棟の建物

が被災するなどの被害が発生した。 

・また、石川県ほか４県で278件（土石流等：84件、    

地すべり：31件、がけ崩れ：163件）の土砂災害が    

発生した。 

 

※5 死傷者数は、「令和６年９月 20 日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況（第 35 報）」（消防庁作成）の数

値を使用しており、風害等によるものを含む数値である。 

  

 

塚田川水系塚田川の被害状況 

（石川県輪島市久手川町
ふてが わ ま ち

） 

珠洲大谷川水系珠洲大谷川の被害状況 

（石川県珠洲市） 
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２２．．令令和和６６年年７７月月のの梅梅雨雨前前線線豪豪雨雨にによよるる水水害害被被害害額額等等（（暫暫定定値値））  

水 害 被 害 額  被 害 の 概 要  

約約 11,,007700 億億円円  

（令和６年７月 22 日～

30日に生じた梅雨前線

豪雨による被害額） 

〔 内 訳 〕 

一般資産等被害額 

約 300 億円 

公共土木施設被害額 

約 710 億円 

公益事業等被害額 

約 50 億円 

○死傷者数※6  死者５名   負傷者５名 

○被害建物棟数  2,555 棟  ○水害区域面積 16,274ha 

 

【 気象概況 】 

・７月23日頃から北日本に停滞した梅雨前線の影響で、東北地方の

日本海側を中心に北日本から西日本では大雨となり、山形県では

25日の昼過ぎと夜に線状降水帯が発生して大雨特別警報を２度発

表した。 

・東北地方を中心に、24日から26日にかけての３日間の降水量が400

ミリを超えた地点や平年の７月の月降水量を超えた地点があり、

記録的な大雨となった。 

【 被害状況 】 

・令和６年７月の梅雨前線豪雨による都道府県別の水害被害額上位３県は、以下のとおり。 

① 山形県 （約 809億円） 

② 秋田県 （約  220億円） 

③ 北海道 （約   22億円） 

 

・山形県、秋田県を中心に国管理河川、県管理河川あわせ

て39河川の洪水などにより、床上・床下浸水被害が発生

した。 

・今回の大雨により、死者５名、約2,600棟の建物が被災

するなどの被害が発生した。 

・また、山形県、秋田県ほか４道県で69件（土石流等：６

件、地すべり：９件、がけ崩れ：54件）の土砂災害が発

生した。 

※6 死傷者数は、「令和６年７月 25 日からの大雨による被害及び消防機関等の対応状況（第 24 報）」（消防庁作成）の数値を使用

しており、風害等によるものを含む数値である。  

  

 
子吉川水系石沢川付近の浸水状況 

（秋田県由利本荘市） 

 
最上川水系最上川の浸水状況 

（山形県最上郡戸沢村） 
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https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001337.html

　国土交通省水管理・国土保全局と気象庁では、令和 ６年 ６月に取りまとめられた「防災気象情報
に関する検討会」の提言を踏まえ、防災関係機関や地域住民の皆様が、より効果的に避難等の行動
をとるための新たな防災気象情報の運用開始に向けて、気象業務法及び水防法の改正など所要の準
備を進めてきました。
　今般、令和 ８年の大雨時期から運用する新たな防災気象情報の名称や情報体系について、以下の
とおり決定しましたのでお知らせいたします。
　新たな防災気象情報は、情報名称に警戒レベルの数字を付記するなど、市町村が発令する避難指
示等の避難情報や住民がとるべき避難行動との関係が分かりやすくなります。運用開始は令和 ８年
５月下旬を予定しております。

　

新たな防災気象情報の運用について
～令和 ８年の大雨時期から防災気象情報が生まれ変わります～

令和 7年12月16日 気象庁、水管理・国土保全局

【新情報のポイント】
　新たな防災気象情報では、避難行動に対応した ５
段階の警戒レベルに整合させ、大雨などの災害発生
の危険度の高まりに応じて各情報を発表します。
　これに伴い、河川氾濫の特別警報を新たに開始す

ることや警戒レベル４相当情報として危険警報を運
用することなど、現行の大雨警報・注意報などの気
象庁が発表する防災気象情報が大きく変わります。

● ５ 段階の警戒レベルへの整合
　避難情報に関するガイドラインでは、 ５段階の警
戒レベルで住民がとるべき行動が設定されていま
す。対象となる災害である河川氾濫、大雨、土砂災
害及び高潮に関する情報等は、これまで警戒レベル

と情報との対応が対象災害ごとに異なる運用となっ
ていたところ、今回、 ５段階すべての警戒レベルに
対応した情報を改めて設定し、とるべき行動の判断
をより一層支援できる情報体系に改善します。
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●情報へのレベルの付記
　情報と対応する防災行動をよりわかりやすくする
ため、情報名称そのものにレベルの数字を付けて発
表します。レベル ３～ ５については警戒レベル“相
当”情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重
視し、例えばレベル ３相当の大雨警報は、レベル ３
大雨警報とします。
（大雨警報→レベル ３大雨警報、高潮注意報→レベ
ル ２高潮注意報 など）

●河川氾濫に関する特別警報の新設
　河川氾濫に関する特別警報として、新たにレベル
５氾濫特別警報の運用を開始します。レベル ５氾濫
特別警報は、洪水予報河川において氾濫が差し迫っ
たときに発表します。

●レベル ４相当情報としての「危険警報」の運用
　レベル ４避難指示の発令等の目安となるレベル ４
相当の情報として危険警報を運用します。
（土砂災害警戒情報→レベル ４土砂災害危険警報 な
ど）

警戒レベル相当情報の新たな情報体系

●気象防災速報、気象解説情報の新設
　これまで「気象情報」として発表していた様々な
情報を、大きく ２つに分類します。線状降水帯によ
る大雨発生など、極端な現象を速報的に伝える情報
は、「気象防災速報」、気象状況等を網羅的に解説す
る情報は「気象解説情報」として発表します。
（顕著な大雨に関する気象情報→気象防災速報（線
状降水帯発生）など ）
（全般台風情報→気象解説情報（台風第○号）など）

【今後の主なスケジュール（予定）】

時期（予定） 内　　容

令和 ８年 ４月頃 新情報の発表基準の公表

令和 ８年 ４月下旬頃 運用開始日時のお知らせ

令和 ８年 ５月下旬頃 新情報の運用開始

【特設ページ】
　新たな情報の具体的内容や変更点等については、
以下の特設ページにて掲載しております。
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/
keiho-update2026/index.html
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https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo06_hh_000337.html

　令和 ７年12月 ８ 日の青森県東方沖を震源とする地震により、八戸市の水道等に被害が発生した青
森県に対し、災害査定の効率化を適用するとともに、軽米町の町道等に被害が発生した岩手県から
の要請を受け、「災害復旧技術専門家派遣制度※」を活用し、公益社団法人全国防災協会から災害
復旧技術専門家を軽米町に派遣します。

　

いのちとくらしをまもる 防災減災 令和７年12月８日の青森県東方沖を震源とする地震関連

被災した青森県及び岩手県に対し、
早期復旧に必要な支援を行います

〜令和 ７年12月 ８ 日の青森県東方沖を震源とする
地震による被害の早期災害復旧を支援〜
令和 7年12月23日 水管理・国土保全局 防災課

【① 青森県への災害査定の効率化　適用】
◯設計図書に添付する図面の簡素化により早期の災
害査定を実施
既存地図や航空写真、代表断面図を活用すること
で、測量・作図作業を縮減する。
◯書面による査定（机上査定）上限額を通常の1,000
万円未満から引き上げる。
引き上げ額：1,000万円以下

【② 岩手県への災害復旧技術専門家　派遣】
◯派遣日程：令和 ７年12月25日（木）
◯派 遣 先：岩手県九戸郡軽米町晴山地内

（その他町道　上晴山内城上野場線）
◯派 遣 者：公益社団法人 全国防災協会

　災害復旧技術専門家　 ３名

※「災害復旧技術専門家派遣制度」とは、地方公共
団体からの派遣要請を受け、国土交通省から「公
益社団法人 全国防災協会」に「災害復旧技術専
門家」派遣を依頼するものです。「災害復旧技術
専門家」は、現地で地方公共団体に対し、迅速な
災害復旧の申請に向け、被災調査や復旧工法に関
する技術的支援や助言を行います。
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令 和  8  年  1  月  1  日 防 災 （27）第 919 号

協会だより

災害復旧技術専門家登録証伝達式

　災害復旧技術専門家は国や都道府県を退職された
方々で、国土交通本省防災課の災害査定官や国、都
道府県等の防災担当の本庁課長級もしくは土木事務
所長等の経歴を有し、災害復旧業務に長年携わり制
度を熟知し災害復旧事業に関する高度な技術的知見
を有する経験豊富な技術者です。災害復旧技術専門
家に登録するには、ご本人からの申請と在職してい

た都道府県等の災害担当部局、国の場合は災害復旧
技術専門家担当ブロックからの推薦に基づき審査し
認定登録しています。登録証等は推薦機関よりご本
人に伝達していただいており、今回、令和 7年10月
27日付で登録となった四国地整OB、東北地整OB、
茨城県OBの方 ５名の伝達式の様子をご紹介いたし
ます。

茨　城　県

◯令和 7年12日22日
　河川課長橋本則保様から磯忠男氏（三和コンクリ
ート工業㈱茨城営業所）に登録証を伝達していただ
きました。

　災害復旧技術専門家関東ブロックから、横田喜一
郎茨城県幹事、海老根隆氏、原部修一氏、飯村信夫
氏、柏谷聡氏、鈴木敬氏が立ち会いました。

鈴木氏　飯村氏　原部氏　柏谷氏　橋本河川課長
横田氏　磯氏　海老根氏
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四国地方整備局

◯令和 7年12日 9 日
　災害復旧技術専門家四国ブロック長松田邦泰氏か
ら藤田博史氏（奥村組土建工業㈱神戸支店高松営業
所）、清水宰氏（大旺新洋㈱土木事業本部）に登録
証を伝達しました。
　整備局から、統括防災官和泉雅春氏、災害対策マ

ネジメント室 室長福田尊元氏及び課長補佐真鍋尊
年氏に立ち会っていただきました。また、災害復旧
技術専門家四国ブロックからは、副ブロック長松下
越夫氏が立ち会い、その後意見交換会を実施しまし
た。

藤田博史氏へ登録証の伝達

左から和泉統括防災官、松田ブロック長、
藤田氏、清水氏、松下副ブロック長、福田マネジメント室長

清水宰氏へ登録証の伝達

意見交換会
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宍戸英雄氏へ登録証の伝達 古川哲治氏への登録証の伝達

東北地方整備局

◯令和 7年12日15日
　 統括防災官菅太氏から古川哲治氏（㈱奥村組東
北支店）、宍戸英雄氏（㈱ドーコン東北支店）に登
録証を伝達していただきました。
　整備局から、防災対策技術分析官安部剛氏、災害

対策マネジメント室長金真一郎に立ち会っていただ
きました。また、災害復旧技術専門家東北ブロック
からは、加藤孝ブロック長、槻山敏昭副ブロック長
が立ち会いました。

槻山副ブロック長　加藤ブロック長　金マネジメント室長
安部分析官　宍戸氏　古川氏　菅統括防災官
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箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額 箇所数 金額

)004,6()2()004,6()2(

]020,855[]4[]020,855[]4[

北 海 道  541,516,9 731 000,75 3 541,853,9 331 000,002 1

青 森  004,482,4 38 004,304,1 44 000,005 1 000,183,2 83

岩 手  490,026 41 567,54 2 000,002 1 923,473 11

>004,92<>2<>004,92<>2<

)002,31()1()002,31()1(

宮 城  257,254,1 14 000,05 1 000,006 1 257,208 93

]000,6[]1[]000,6[]1[

秋 田  079,748,51 422 000,003 2 079,745,51 222

<1> <4,000> <1> <4,000>

]391,601[]2[]000,51[]1[]391,19[]1[

山 形  391,931,3 61 000,91 2 000,001,1 2 391,154,1 4 000,965 8

福 島  715,685 6 966,725 1 848,85 5

(1) (5,000) (1) (5,000)

群 馬  006,17 4 000,01 2 006,16 2

埼 玉  974,22 1 974,22 1

千 葉  000,07 5 000,07 5

>000,052,1<>1<>000,052,1<>1<

)000,2()2()000,2()2(

]000,002,2[]6[]000,002,2[]6[

東 京  000,271,4 65 000,271,4 65

神 奈 川 1 14,000 1 14,000 

)008,5()1()008,5()1(

]003,032[]4[]000,441[]1[]003,68[]3[

新 潟  001,194,9 702 000,582 5 000,748 42 000,033,1 5 001,851,6 861 000,178 5

富 山  329,521,2 25 000,004 2 329,527,1 05

>000,002<>1<>000,002<>1<

)000,05()1()000,05()1(

]000,552[]2[]000,552[]2[

石 川  001,193,9 711 000,003 1 001,145,8 511 000,055 1

福 井  000,055,5 2 000,05 1 000,005,5 1

山 梨  000,01 1 000,01 1

]000,55[]2[]000,55[]2[

長 野  063,983,1 53 063,8 2 000,542 3 000,21 1 000,003 1 000,428 82

)000,06()1()000,06()1(

]000,72[]2[]000,72[]2[

岐 阜  778,157,51 833 000,16 9 009,642 9 000,960,8 551 775,882,1 31 004,680,6 251

)000,91()2()000,91()2(

静 岡  000,748,4 46 000,610,2 64 000,020,2 2 000,118 61

愛 知  007,304,1 14 007,813,1 83 000,58 3

(1) (6,000) (1) (6,000)

]411,6[]1[]411,6[]1[

三 重  775,140,2 85 000,6 1 000,54 4 775,099,1 35

滋 賀  000,47 2 000,47 2

[1] [13,000] [1] [13,000]

京 都  000,12 2 000,31 1 000,8 1

)000,13()1()000,13()1(

大 阪  000,13 1 000,13 1

奈 良  006,468 8 000,097 3 006,47 5

和 歌 山  006,543,2 15 000,054,1 5 006,598 64

鳥 取  009,749,1 9 000,007,1 1 000,402 5 009,34 3

)000,02()2()000,01()1()000,01()1(

島 根  864,204,1 39 000,01 1 000,92 4 864,363,1 88

岡 山  512,527,2 211 453,591,1 16 168,925,1 15

広 島  079,918 35 079,918 35

)000,005()3()000,005()3(

山 口  000,773,3 721 000,773,3 721

徳 島  000,945 11 000,09 6 000,02 1 000,934 4

愛 媛  004,997,2 46 000,76 5 004,552 11 000,286,1 3 000,597 54

高 知  005,275,3 39 000,982,1 23 005,681 7 000,000,1 1 000,790,1 35

>000,04<>1<>000,04<>1<

]851,620,1[]01[]000,05[]2[]851,679[]8[

福 岡  172,948,8 571 000,05 2 000,051 1 172,946,8 271

佐 賀  000,805,2 05 000,33 2 000,078,1 4 000,506 44

<1> <30,000> <1> <30,000>

(1) (10,000) (1) (10,000)

長 崎  005,873,2 821 000,06 3 000,832 2 005,080,2 321

)000,391,1()8()000,391,1()8(

]462,951[]9[]462,951[]9[

熊 本  689,650,86 195,2 003,852,1 35 000,01 3 686,887,66 535,2

大 分  006,026,2 111 001,826 62 005,299,1 58

宮 崎  000,561,01 97 000,628 93 000,253 7 000,001 1 000,056,7 3 000,732,1 92

>000,03<>1<>000,03<>1<

]005,201,1[]21[]005,61[]4[]000,680,1[]8[

鹿 児 島  094,126,91 258 081,228,2 351 008,489 24 015,418,51 756

(1) (16,000) (1) (16,000)

沖 縄  000,604 2 000,61 1 000,093 1

]000,001[]1[]000,001[]1[

仙 台  000,001 1 000,001 1

静 岡  000,057 1 000,057 1

浜 松  000,593 5 000,593 5

岡 山  672,651 1 672,651 1

)000,56()1()000,56()1(

北 九 州  000,58 2 000,58 2

福 岡  000,53 3 000,53 3

]001,511[]2[]001,511[]2[

熊 本  001,884 41 001,884 41

>004,393,2<>41<>000,45<>3<>000,052,1<>1<>000,097<>5<>004,992<>5<

)000,014,2()14()000,74()5()000,12()4()000,06()1()006,704()21()004,478,1()91(

[43] [3,429,956] [1] [91,193] [1] [144,000] [18] [91,800] [4] [16,500] [6] [2,200,000] [5] [78,765] [78] [6,052,214]

7 1,621,000 5,197 165,523,465 38 21,093,193 41 9,335,577 48 1,513,400 349 12,804,354 422 13,835,880 42 3,315,794 6,144 229,042,663 

直 轄 計  862,080,5 82 337,99 5 000,831 2 535,248,4 12

合 計 7 1,621,000 5,218 170,366,000 38 21,093,193 41 9,335,577 48 1,513,400 351 12,942,354 422 13,835,880 47 3,415,527 6,172 234,122,931 

※上段（   ）内書は、公園分、［　　］内書は、水道・下水道分、<　　>内書は、港湾･港湾に係る海岸分である。 注意書き

補助計

合 計冬 期 風 浪 及 び 風 浪 豪 雨 地 す べ り 融 雪 地 震 梅 雨 前 線 豪 雨 台 風 そ の 他

令和 7年　発生主要異常気象別被害報告 令和 7年12月15日現在（単位：千円）

※被害報告は、月 2回（15日、月末）国土交通省HPで公表。最新は下記をクリック
　https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/river/higaihoukoku.html
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